
京都市告示第   号 

 地方自治法第２６０条の２第１１項の規定に基づき，平成１３年１月５日付

けで認可した淀生津町自治会の代表者変更の届出，平成１７年３月２日付けで

認可した向島上林町自治会の代表者変更の届出，平成２５年７月１１日付けで

認可した中団子田町自治会の主たる事務所の所在地及び代表者変更の届出，平

成２４年５月２４日付けで認可した醍醐和泉町町内会の主たる事務所の所在地

及び代表者変更の届出，平成１４年６月５日付けで認可した西裏町町内会の主

たる事務所の所在地及び代表者変更の届出，平成４年１２月２日付けで認可し

た向川原町自治会の代表者変更の届出及び平成１９年１２月２７日付けで認可

した大原戸寺町会の代表者変更の届出があったので，同条第１０項の規定によ

り，次のとおり告示します。 

  平成２７年４月２３日 

京都市長 門川 大作   

 

変更があった事項及びその内容 

 

１ 主たる事務所の所在地 

 変更前 変更後 

中団子田町自治会 
京都市右京区西京極徳大

寺団子田町２番地の５ 

京都市右京区西京極徳大

寺団子田町１７番地１０

７ 

醍醐和泉町町内会 
京都市伏見区醍醐槙ノ内

町５３番地 

京都市伏見区醍醐和泉町

５番地３４ 

西裏町町内会 
京都市右京区山ノ内西浦

町３番地１４ 

京都市右京区山ノ内中畑

町１番地９ 

 

２ 代表者の氏名 

 変更前 変更後 

淀生津町自治会 可畑 雅彦 可畑 長敬 

向島上林町自治会 山本 芳一 飯田 幸男 

 

１３３



   

中団子田町自治会 和田 友博 河岸 進 

醍醐和泉町町内会 北脇 茂男 北條 香織 

西裏町町内会 井上 雅博 上川 正浩 

向川原町自治会 馬塲 民子 小林 勝 

大原戸寺町会 森 良平 井上 元美 

 

３ 代表者の住所 

 変更前 変更後 

淀生津町自治会 
京都市伏見区淀生津町１

３９番地 

京都市伏見区淀生津町３

３９番地 

向島上林町自治会 
京都市伏見区向島上林町

３２番地の１８ 

京都市伏見区向島上林町

９番地の２８ 

中団子田町自治会 
京都市右京区西京極徳大

寺団子田町２番地の５ 

京都市右京区西京極徳大

寺団子田町１７番地１０

７ 

醍醐和泉町町内会 
京都市伏見区醍醐槙ノ内

町５３番地 

京都市伏見区醍醐和泉町

５番地３４ 

西裏町町内会 
京都市右京区山ノ内西裏

町３番地１４ 

京都市右京区山ノ内中畑

町１番地９ 

向川原町自治会 
京都市伏見区深草向川原

町２９番地 

京都市伏見区深草向川原

町３９番地１３ 

大原戸寺町会 
京都市左京区大原戸寺町

２８８番地 

京都市左京区大原上野町

７５番地 

            （文化市民局地域自治推進室） 


